
古賀市環境市民会議会則 

 

改正 平成 25年４月１２日 

平成 26年 4月２４日 

 

（名称） 

第１条 この会の名称は、「古賀市環境市民会議（愛称：ぐりんぐりん古賀）」

とする。（以下「ぐりんぐりん古賀」とする。） 

 

（目的） 

第２条 ぐりんぐりん古賀は、「古賀市環境基本計画」に基づき、市民・民間団

体・事業者が共働し、古賀市の良好な環境の保全と創造に関する施策・事業

を推進することを目的とする。 

 

（活動） 

第３条 ぐりんぐりん古賀は、前条に定める目的を達成するため、次の活動を

行う。 

（１）市民・事業者が取り組む運動の検討及び実践促進 

 （２）環境に関する情報発信 

 （３）環境に関する意見交換 

 （４）市が行う施策・事業の提案 

 （５）その他目的を達成するために必要な活動 

 

（会員） 

第４条 ぐりんぐりん古賀は、この会則に定める目的及び活動に賛同する次の

会員をもって構成する。 

（１）個人会員 

（２）団体（法人）会員 

 

 （入会及び退会） 

第５条 ぐりんぐりん古賀に入会しようとする者は、入会申込書を事務局に提

出するものとする。 

２ 本会を退会しようとする者は、退会届を事務局に提出するものとする。 

 

（役員） 

第６条 ぐりんぐりん古賀に次の役員を置く。 



（１）会長    １名 

（２）副会長   １名 

（３）会計    １名 

（４）運営委員  部会長及び若干名 

（５）監事    １名 

 

 

（役員の選出） 

第７条 会長及び副会長は、総会において会員の互選により選出する。 

２ 会計、運営委員及び監事は、会長が会員の中から指名する。 

 

 （役員の職務） 

第８条 会長はぐりんぐりん古賀を代表し、会務を統括する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その

職務を代理する。 

３ 会計は、ぐりんぐりん古賀の会計に関する事務を処理する。 

４ 監事は、ぐりんぐりん古賀の会計を監査する。 

 

 （役員の任期） 

第９条 年次総会から翌々年の年次総会までの２年とする。ただし、再任を妨

げない。 

２ 欠員による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 （会議） 

第１０条 ぐりんぐりん古賀の会議は、総会及び運営委員会とする。 

２ 総会は、役員及び会員をもって構成する。また、原則として年１回開催し、

次の事項を決定する。 

（１）活動計画及び活動報告に関すること。 

（２）会則の改廃に関すること。 

（３）役員の選任に関すること。 

（４）その他、ぐりんぐりん古賀の運営に関し、会長が必要と認めたこと。 

３ 総会は、会長が召集し、出席者の中から議長を選出する。 

４ 運営委員会は、第 6条で定める役員（ただし、監事を除く。）をもって構成

し、必要に応じ開催することとし会長が召集する。 

５ 総会及び運営委員会は、構成員の過半数の出席で成立する。また、委任状

をもって出席に代えることができることとする。 



６ 総会の議事は出席者の過半数で決する。 

７ 会議の議決は、会議の構成員によって行うものとし、団体会員の議決権は

団体を代表するもの 1名とする。 

 

 （部会） 

第１１条 第３条に掲げる事項を具体化するため、部会を設置し、会員の中か

ら部会長を置くことができる。 

 

（事務局） 

第１２条 ぐりんぐりん古賀の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局は当分の間、古賀市市民部環境課に置く。 

 

 （会計年度） 

第１３条 ぐりんぐりん古賀の会計年度は、毎年４月１日から３月３１日まで

とする。 

 

 （その他） 

第１４条 この会則に定めるもののほか、ぐりんぐりん古賀の運営に関し必要

な事項は、会長が別に定める。 

 

   附 則 

 この会則は、平成２４年３月２７日から施行する。 

 

 


